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法 改 正 情 報 （改正があった労働・社会保険関連法や人事労務管理のポイントです）

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

山口労務経営管理事務所 4月号
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● ４月１日から賃金のデジタル払いが認められます － 導入際の注意点

令和５年４月１日から、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払いが認められることになりました。導入の際は

以下の点に留意しましょう。

1. 今後の流れ

① 2023年４月～ ：資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査（数か月かかる見込み）

② 大臣指定後 ：各事業場で労使協定を締結

③ 労使協定締結後 ：個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始

2. 事前の協定締結が必須です

賃金のデジタル払いを事業所に導入するには、まずは、雇用主と労働者で労使協定の締結が必要です。その上

で、雇用主は以下の事項を労働者に説明し、労働者の個別の同意を得る必要があります。

●受け取り額は適切に設定を

指定資金移動業者口座は、「預金」をするためではなく、支払いや送金に用いるためのものであることを理

解の上、支払いなどに使う見込みの額を受け取るようにしてください。また、受け取り額は、１日当たりの払出

上限額以下の額とする必要があります。

●口座の上限額は100万円

口座の上限額は100万円以下に設定されています。上限額を超えた場合は、あらかじめ労働者が指定した

銀行口座などに自動的に出金されます。この際の手数料は労働者の負担となる可能性がありますので、指定

資金移動業者にご確認ください。

●口座残高の現金化も可能（月１回は口座からの払い出し手数料なし）

ＡＴＭや銀行口座などへの出金により、口座残高を現金化（払出し）することもできます。少なくとも毎月１回

は労働者の手数料負担なく指定資金移動業者口座から払い出しができます。払出方法や手数料は指定資

金移動業者により異なります。

●口座残高の払戻し期限は少なくとも10年間

口座残高については、最後の入出金日から少なくとも10年間は、申し出などにより払戻してもらうことができ

ます。

☞ こちらも参考にしてください。

■ 【「2023年4月より始まる給与のデジタル払い」】 （弊所ＨＰ）

https://www.y-office.net/season_contents.html

■ 【厚生労働省リーフ「賃金のデジタル払いが可能になります！」】 （弊所ＨＰ）

https://www.y-office.net/leaflet.html
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10日

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

17日

○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出［市区町村］

5月1日

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、１月～３月分＞［労働基準監督署］

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］

○ 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付［都道府県・市町村］

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第1期＞［郵便局または銀行］ ※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間

（4月1日から20日または第1期目の納期限までのいずれか遅い日以降の日までの期間）

※掲載内容についてもっと詳しくお知りになりたい場合などお気軽にご連絡ください。

 4月の税務と労務の手続 （提出先・納付先）

 トピック （最近の記事の中から労務管理上注目すべき情報を抜粋しました）
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● 今春卒業予定大学生の就職内定率が９割超え（3/18）

厚生労働省・文部科学省の発表によると、この春卒業予定の大学生の就職内定率が90.9％（２月１日時点。前年同期比1.2

ポイント増）となったことがわかった。２月としては３年ぶりに90％を超えた。男子が90.1％、女子が91.8％だった。

● 雇調金のコロナ特例が終了 新年度より通常運用（2/27）

厚生労働省は27日、雇用調整助成金の新型コロナウイルス対策特例措置について、３月末で終了することを正式に決定し

た。同日の労働政策審議会職業安定分科会にて了承された。１月末の支給上限額を引き上げる特例措置の終了後も経過措

置として残っている支給要件の一部緩和を終了し、新年度より、前年との比較で判断する通常の運用に戻す。


